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 2021年10月29日、インドネシア共和国の大統領は、国家開発における国が決定する貢献(Nationally Determined Contribution、

以下｢NDC｣といいます)目標と温室効果ガス排出抑制の達成のためのカーボンプライシングの実施に関する 2021 年大統領令第

98 号（以下｢大統領令 98/2021｣といいます。）を制定し、カーボンプライシング制度を導入しました。 

人間活動や経済活動におけるカーボンプライシング(温室効果ガス排出の経済価値)制度を導入するため、大統領令 98/2021は、

以下のメカニズムを導入しています。 

a) 炭素取引 

b) 温室効果ガス排出削減の実績ベースの支払い 

c) 炭素税  

 

 上記に加えて、大統領令 98/2021 は、環境大臣に随時他のメカニズムを決定する権限を与えています。 

カーボンプライシングは、大統領令 98/2021 で定められた、(a)エネルギー、(b)廃棄物、(c)加工産業と製品利用、(d)農業、(e)林業

などの多くの分野で実施される予定です。 

 

カーボンプライシングの主要な点は以下の通りです。 

 

A. 炭素取引 
 

炭素取引は、国内外における炭素ユニットの売買を通じて、温室効果ガス排出量を削減する市場ベースのメカニズムで

す。炭素取引は、(i)炭素取引所を通じた国内の炭素市場、又は(ii)気候変動対策のための国家登録制度(Sistem Registri 

Nasional Pengendalian Perubahan Iklim)若しくは温室効果ガス排出権証明書を用いて行われる直接取引により行われま

す。 

具体的には以下の二つのスキームがあります。  

(i) 排出権取引制度 

排出権取引制度は、一般に｢キャップ・アンド・トレード｣とも呼ばれ、政府が取引可能な温室効果ガス排出量の

上限(キャップ)を設定します。排出量が上限を下回る事業者は、未使用の排出枠を上限を超えた事業者に売却

(取引)することができます。 

2021 年、電力総局は、石炭火力発電セクターで自主的な排出権取引に関するパイロットプロジェクトを開始しま

した。このプロジェクトは、2024 年に全国的に実施される予定の排出権取引の義務化に備えて、関係者に排出

権取引の概念を紹介するために行われました。プロジェクトには 32 基の石炭火力発電所が参加し、14 基の発
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電所が買主、18 基の発電所が売主として活動しました。また、2021 年 3 月から 2021 年 8 月まで、国営電力会

社は、Paiton、Tanjung Awar-Awar、TJB Unit 4 など、約 80 基の石炭火力発電所が参加する自主的な排出権取引の

試行を行いました。 

 

(ii) 温室効果ガス排出オフセット制度  

事業者は、自らが排出量を削減する代わりに、他の事業や活動において削減された排出量と自らの温室効果

ガスの排出を｢オフセット(相殺)｣し、排出量を算定することが認められるようになりました。 

温室効果ガス排出オフセット制度は、温室効果ガス排出量の上限設定がない事業又は活動に適用されます。 

例えば、2019 年には、インドネシアの大手塗料会社が、他の事業者から調達した環境にやさしい機械や輸送手段へ

の切り替えなどのカーボンオフセット対策を行ったことにより、民間団体からカーボンニュートラル認証の取得に成功し

ました。 

 

B. 温室効果ガス排出削減の実績ベースの支払い 
 

本メカニズムは、温室効果ガス排出削減に成功した事業者に対して、温室効果ガス排出削減又は炭素埋蔵量の保全・

増加の検証された実績に応じて、支払いやインセンティブ付与を行うものです。このメカニズムには、国際的な団体から

インドネシア政府への支払いも含まれます。 

C. 炭素税 
 

大統領令 98/2021 は、課税、関税、その他の政府負担による炭素税の賦課を定めています。インドネシアはまた、税制

の調和に関する法律 2021 年第 7 号を制定し、個人又は法人が炭素を含む物品を購入し、又は炭素を排出させる活動を

行った場合の課税を導入しています(以下｢炭素税｣といいます)。 

炭素税の導入は、2022 年 4 月 1 日から段階的に実施される予定です。第一段階では、石炭火力発電所に対して、二酸

化炭素 1 トン当たり 3 万ルピア(約 250 円)の炭素税が課されます。インドネシア政府は、2025 年までに炭素税を完全に

導入する目標を掲げています(炭素市場の発展、NDC 目標の達成、セクターの準備、経済状況などを条件としていま

す)。カーボンプライシング活動に参加する納税者は、炭素税減税又はその他のインセンティブを受けることができると見

込まれます。 

 

 大統領令 98/2021 の制定に対して、多くの人々や企業が肯定的な反応を示していますが、カーボンプライシング活動を実現す

るための具体的な施策は、大統領令 98/2021 の施行規則の制定が条件となっています。施行規則は、遅くとも 2022 年 10 月 29

日までに制定される予定です。当事務所では、本件を注視し、皆様に適宜状況をアップデートいたします。 

 本ニュースレターにご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 

 

 
  

本ニューズレターは、インドネシアの独立の事務所であり、西村あさひ法律事務所と提携関係にある Walalangi & Partners と共同で作成しています。 

 

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 

 

西村あさひ法律事務所 広報室 E-mail  
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